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○ こうした中、持続可能な社会保障を確保するためにも、安易な病院頼み、

施設頼みではなく、地域において自分らしい暮らしを続けることができる

ように地域包括ケアシステムの構築が求められている。 
 
○ 地域包括ケアシステムでは、地域で急増する高齢者を支える良質なサー

ビス提供の基盤を地域において着実に整備していく必要があり、できる限

り早期にシステム構築に着手することが必要である。 
 

 

３ 地域包括ケアシステムの対象区域と対象者 

（１）対象区域 

○ 国の地域包括ケアシステム研究会の報告書では、地域包括ケアシステム

の対象区域として概ね３０分以内の日常生活圏域とし、具体的には中学校

区を基本として、その体制や基盤を構築すべきとしており、本県において

も基本的にはこれを基準として対象区域を設定すべきである。 
 
  ○ しかし、現在、市町村においては、地域の特性に合わせて、小学校区、

中学校区、あるいは複数の中学校区等を基本に日常生活圏域を設定して

おり、例えば市町村介護保険事業計画策定時には、こうした日常生活圏

域ごとにアンケート調査を実施し、高齢者の実態、ニーズや地域課題等

の把握が行われている。 
 
○ さらに、地域包括支援センターは必ずしも日常生活圏域ごとに設置され

ておらず、中には、複数の日常生活圏域に１か所、あるいは市町村単位で

１か所等となっている市町村もある。 
 
○ したがって、地域包括ケアシステムの対象区域を考える際には、中学校

区や市町村が設定している日常生活圏域を基本としつつも、地域包括ケア

システム構築に向けた取組に速やかに着手することを優先し、例えば地域

包括支援センターの所管区域を対象区域と位置づけるなど柔軟に区域を

捉えて進めていくことが重要と考える。 
 
（２）対象者 

○ 地域包括ケアシステムは、本来、高齢者のみならず難病患者、重症心身

障害児者、精神障害者など、地域生活を営む上で支援を必要とするすべて

の人を対象とすべきであるが、急速な高齢者の増加が喫緊の課題であるこ

とから、まずは高齢者を対象としたシステムを構築し、その後、このシス

テムを活用して対象者を広げていくべきであると考える。 
    地域包括ケアシステムの構築により形成される、地域ごとのサービス
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のネットワークは、子ども・子育て支援、障害者福祉、困窮者支援等に

おいても貴重な社会資源となる。 
 

○ 高齢者と一口に言っても、大きく分けて次の５つの状態が考えられる。 

Ａ：元気な高齢者、あるいは要支援認定を受けている 
Ｂ：要介護認定を受けており、慢性疾患を患っているが、通院等は可能 
Ｃ：寝たきり等で在宅医療を受けている 
Ｄ：脳卒中等で入院している 
Ｅ：介護保険施設に入所している 

 
○ この中で、地域包括ケアシステムにおいて、最も中心的に対応を必要と

するのは、住まいを含め多くの分野にわたって支援が求められるなどの、

いわゆる困難ケースである。対象者が、その有する能力を活用しながら在

宅生活を継続するには、どのようなサービスが必要であるか、関係者によ

るアセスメントや、関係機関が連携したサービス提供が重要となる。 
 

○ Ｂ～Ｄでは、困難とは言えない場合でも、通常、複数の関係機関のかか

わりが必要と思われるので、その連携や、必要に応じて他のサービス支援

へつながる仕組みが大切である。 
 
  ○ 認知症の人については、早期診断、早期対応（包括的な初期の集中支

援）が必要であり、関係者の連携は欠かせない。 
 

○ なお、いずれの人にあっても、健康づくりや介護予防が重要となる。な

るべく介護等を必要とする時期を遅らせる、また必要になっても重度化さ

せないための取組がシステムの中で求められる。 
 

○ Ａの人は、地域包括ケアシステムの中で、その人の知識・経験・能力等

を活かして、生活支援などでのボランティア等支える側としての役割が期

待される。また、その行為は、生きがいともなり、その人自身の生活の張

りにもなる。 
例えば、武豊町では、徒歩 15 分圏内にサロンを設置しており、住民が

主体的に参加し、社会活動をする場として機能している。（図 8） 
 
○ また、Ｅの人のうち、介護老人保健施設に入所している人については、

在宅復帰に向けた支援が必要であり、介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）に入所している人も、できるだけ地域や家族等とのかかわりが維持

継続できる支援が必要である。 
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〔図 8〕

資料：厚生労働省 


